
＜根拠法令＞ 

 

○医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

第１０条 病院（第３項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。）又は診療所

の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯

科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならな

い。 

２～３ （－略－） 

 

第１５条 病院又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該

病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病

院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。 

２～３ （－略－） 

 

第２４条の２ 都道府県知事は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基

づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき（第２３条の２又は前条

第１項に規定する場合を除く。）は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療

所又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。 

２ （－略－） 

 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 

第３６条 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできな

い限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 

２～３ （－略－） 

 

第３７条 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇につい

て必要な基準を定めることができる。 

２ 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければなら

ない。 

３ （－略－） 

 

第３８条の７ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第３６条

の規定に違反していると認めるとき又は第３７条第１項の基準に適合していないと認めると

きその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病

院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画

の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために必

要な措置を採ることを命ずることができる。 

２～５ （－略－） 


